
計画地

計画の概要

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

都市計画道路
補助１１０号線

１８．１８ｍ
【３６．３６ｍ】

約１２０ｍ

区道８０９号線
５．４５ｍ

【１０．９１ｍ】
約５５ｍ

区道８４９号線
５．４５ｍ

【１０．９２ｍ】
約５５ｍ

区道８３３号線
２．７２ｍ

【５．４５ｍ】
約１０９ｍ

街
区

建築面積 延べ面積
（容積対象面積）

建ぺい率
容積率

建築物の
高さの限度

1 約３，４００㎡
約５２，０００㎡

（約４８，７００㎡）
約６５％

約８６０％

高層部－１　１３６ｍ
高層部－２　１００ｍ
中層部　　　　  ４５ｍ
低層部　　　　  １０ｍ

建築敷地面積

約５，６８０㎡

名称 種別 面積

広場 約１，０００㎡

名称 幅員 延長 面積

歩道状空地１号 ２．０ｍ 約１０９ｍ

歩道状空地２号 ４．０ｍ 約　４５ｍ

歩道状空地３号 ５．０ｍ 約１０９ｍ

歩道状空地４号 ４．０ｍ 約　４５ｍ

都市計画決定

新設

新設

 平成９年７月１１日　中央区告示第８７号

備考

新設

新設

建築物の整備

主要用途

住宅、店舗、公益
施設、駐車場

建築敷地の整備

整備計画 住宅建設の目標

1

・壁面の位置の後退により、敷地周囲に
 幅員２～５ｍの歩道状空地を確保する。
・敷地内に防災上有効な広場を設ける。

戸数  約４５０戸
面積　約４４，０００㎡

備考

２　都市計画の内容

月島駅前地区
第一種市街地再開発事業

約０．９ｈａ

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

【　】内は全幅を示
す。

大量の住宅供給と公益及び商業機能が調和した良好な複合市街地の形成を目指し、防災上有効な
広場及び地下鉄出入口の整備とあわせて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を
図り、都市再開発方針や住宅マスタープランとも整合のとれた都市整備を行う。

約０．９ｈａ 鉄筋コンクリート造

地上３８階／地下３階 １３６ｍ

（つきしまえきまえ）

ＮＯ．１０７　月島駅前地区（組合施行）

１　計画の概要

中央区月島二丁目の一部



名称 面積

再開発地区
計画の目標

土地利用に
関する基本方針

公共施設等の
整備の方針

建築物等の
整備の方針

名称 面積

児童遊園 約９００㎡

広場 約１，０００㎡

名称 幅員 延長

歩道状空地1号 ２ｍ 約１０９ｍ

歩道状空地2号 ４ｍ 約　４５ｍ

歩道状空地3号 ５ｍ 約１０９ｍ

歩道状空地4号 ４ｍ 約　４５ｍ

容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

８６０％ ５０％ ３００％
(児童遊園部分につ
いて１００％。ただし、
児童遊園部分以外に
おいて、住宅の用途
に供する部分は７３
０％以上）

ただし、建築基準法
第53条第3項第1号
又は第2号のいず
れかに該当する建
築物にあっては１
０％、同項第1号及
び第2号又は第4項
第1号に該当する建
築物にあっては２
０％を加えた数値と
する。

（児童遊園部分を除く）

都市計画決定

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の色彩は、周辺環境に調和した色彩とする

平成９年７月１１日　東京都告示第７８９号
平成１１年１２月１日　東京都告示第１３２０号（変更）
平成１４年５月３１日　中央区告示第１０６号（変更）

建築物等に
関する事項

敷地面積の
最低限度

建築面積の
最低限度

２，０００㎡ ５００㎡

用途の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項の各号の一
又は同上第4項の各号の一に該当する営業の用に供する建築物は建築して
はならない。

壁面の位置の制限

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限
を超えて建築してはならない。ただし、次の各号に該当する建築物等につい
てはこの限りでない。
１　道路上空に設けられた横断歩道橋等に接続する歩行者専用デッキ又はこ
れに類するもの。
２　駅出入口その他これらに類する公益上必要なもの。

建築物等の形態
又は意匠の制限

■再開発地区整備計画

地区施設の配置
及び規模

種類 備考

その他の公共空間

新設

新設

新設

新設

敷地の共同化により区画を統合し、土地の合理的な高度利用を図りつつ、地区内外の防災機能や交
通安全等の機能を向上させるため必要とする空地を有効に確保する。また、駅との連続性に配慮し、
居住・商業機能及び公共施設等の調和ある配置を行うことにより、月島の拠点づくりを行う。

周辺も含めた地域の防災拠点となる広場を整備する。また、駅を中心とした歩行者ネットワークの形
成を図るため、駅前広場の整備とともに、歩道状空地を効果的に配置する。

土地の合理的な高度利用を推進するため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度
及び最低限度等を定めるとともに、良好な市街地環境を形成するため、建築物の建築面積の敷地面
積に対する割合の最高限度、建築物等の用途の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限等を定
める。また、歩道状空地や緑化空間を確保するため、壁面の位置の制限を定める。

主要な公共施設
の配置及び規模

種類 備考

公園 新設

広場 新設

月島駅地区再開発地区計画 約１．０ｈa

■区域の整備及び開発に関する方針

良好なコミュニティと地下鉄月島駅に接する立地を活かし、周辺地区の防災性の向上に寄与するとと
もに、にぎわいのある駅前の創出と継続居住をめざし、都心居住回復に配慮した魅力ある複合市街
地の整備を図る。

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　　月　　日

平成元年５月

平成２年７月

平成９年７月１１日

平成１０年３月６日

平成１１年７月１２日

平成１１年７月１９日

平成１１年８月２１日

平成１４年５月３１日

平成１４年６月１１日

平成１４年６月１４日

平成１６年３月１６日

工事完了公告

事業計画及び権利変換計画の変更認可

組合解散認可

６　位置図

権利変換計画認可

権利変換期日

工事着工

地区計画の都市計画変更

本地区の市街地再開発事業を推進するためにまちづくり研究会発足

月島駅前再開発準備組合発足

都市計画決定告示

組合設立認可

平成１０年３月６日　東京都告示第１８６号
平成１４年６月１４日　東京都告示第７９５号（変更）

約２４６億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

公益施設
駐車場 １９０台

住宅棟１階～３８階 住宅

５７，０２６㎡ ７７５％

用途

地下２階 駐車場
住宅戸数 ５３１戸

地下１階～地上１階 店舗

公共棟地上１階～４階

４　事業計画の概要

５，６８０㎡ ６０％



７　区域図

８　完成写真


